
  委託番号  ５２１２  
 契約形態  業務委託 

 

仕 様 書 

 
 
１ 件  名   緑地・樹木等維持管理委託（Ｇ地区） 

 

２ 履行期間   令和６年（２０２４年）４月 １日から 

         令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

３ 履行場所   草加市内（Ｇ地区） 

 

４ 支払方法   業務完了払（年４回払）（四半期ごと） 

 

５ 委託内容   ⑴ 別表に掲げる、公園及び街路の維持管理 

           （樹木の剪定及び消毒、公園内及び植樹桝の除草等） 

         ⑵ 詳細は、別紙特記仕様書による 

 

６ そ の 他   ⑴ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び別記個人

情報取扱特記事項を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らして

はならない。 

         ⑵ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

         ⑶ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例

第１６号）第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平

成８年告示第１５５号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

          ① 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当

要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある

場合は、市長に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

          ② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を

講じること。 

         ⑷ 仕様書に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 

 

７ 問合せ先   ⑴ 仕様書の記載内容に関すること（契約締結前） 

           草加市役所 契約課 

           電話０４８（９２２）１１２９（直通） 

         ⑵ 契約締結後の問合せ先 

           草加市役所 みどり公園課 

           電話０４８（９２２）１９７３（直通） 

 
  



まつばら綾瀬川

・工業団地公園



令和６年度　緑地・樹木等維持管理委託集計表 （街路・公園合計）

剪定・刈込 中木〈本〉 中木〈本〉 中木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 支障枝撤去 松

地区番号 寄植〈㎡〉 球形剪定 円筒形剪定 円筒形剪定 常緑樹剪定 落葉樹剪定 常緑樹剪定 落葉樹剪定 常緑樹剪定 落葉樹剪定 常緑樹剪定 落葉樹剪定 常緑樹 落葉樹 常緑樹 落葉樹 古木 備考

100ｃｍ未満 100～200ｃｍ 200ｃｍ以上 ３０ｃｍ未満 ３０ｃｍ未満 30～60ｃｍ未満 30～60ｃｍ未満 60～90cm未満 60～90cm未満 90～120ｃｍ 90～120ｃｍ 120～180ｃｍ 120～180ｃｍ 180～240ｃｍ 180～240ｃｍ

A 6923 33 346 239 171 50 171 51 22 150 23 158 5 5 0 0 30 0
B 6813 0 211 152 52 148 53 149 41 61 41 61 0 0 0 0 0 0
C 5557 56 210 195 0 0 271 152 77 103 78 105 11 6 2 9 100 0
D 9572 0 102 79 31 100 31 136 17 50 20 59 0 0 0 0 0 0
E 5911 136 1052 423 152 151 151 150 159 156 159 155 0 11 0 0 0 0
F 7157 51 161 75 318 69 318 69 131 58 132 58 0 0 0 0 10 0
G 6393 0 57 172 0 0 322 112 51 39 52 40 9 17 0 0 0 0
H 5728 0 1232 27 222 72 223 72 95 69 96 69 0 0 0 0 0 0
Ｉ 9443 8 97 56 92 200 100 231 15 100 19 103 3 4 0 0 15 0

草加・松原 2245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 42 0 0 0 0 0 5
まつばら綾瀬川公園 1315 0 0 187 0 0 9 39 0 0 10 27 0 14 0 11 0 0

合計 67057 284 3468 1605 1038 790 1649 1161 608 786 790 877 28 57 2 20 155 5

除草 病害虫防除 寄植〈㎡〉 中木〈本〉 中木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉 高木〈本〉
地区番号 人力〈㎡〉 機械〈㎡〉 ガマ刈込 浮草除去 水路清掃 備考 地区番号 100～200cm 200～300cm 60cm未満 60cm以上 60≦C＜120 120≦C＜180 180≦C＜240 60cm未満 60cm以上

抜根 肩掛け式 （水中）〈㎡〉 （水中）〈㎡〉 ㎡ スミチオン ディプテレックス ディプテレックス ディプテレックス ディプテレックス ディプテレックス ディプテレックス ディプテレックス スティンガーフロアブル スティンガーフロアブル

A 15537 18672 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 26385 78611 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 8317 33795 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 14741 54331 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 13047 24286 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 13086 15844 0 0 0 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 13565 7528 0 0 0 G 20 4 105 3 0 0 0 0 0 0
H 17399 25781 2000 0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ 37237 39489 100 0 0 Ｉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草加・松原 7040 78375 0 0 0 草加・松原 0 0 0 0 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 14925 78237 0 0 0 まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 181279 454949 2100 0 0 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 56 646

芝生 剪定枝等処分 剪定枝等 根
地区番号 芝生施肥〈㎡〉 芝生除草〈㎡〉 芝生刈込み〈㎡〉 芝生刈込み〈㎡〉 芝生目土掛け〈㎡〉 備考 地区番号 処分 処分 備考

人力抜根 ハンドガイド式 機械 〈Ｋｇ〉
A 0 0 0 0 0 A 48400 0
B 0 534 1416 0 0 B 38500 0
C 0 0 64 0 0 C 57725 0
D 0 0 12054 0 0 D 60000 0
E 310 1079 1828 0 310 E 44400 0
F 0 12 1322 0 0 F 50400 0
G 0 2850 2850 0 0 G 29800 0
H 0 0 0 0 0 H 49000 0
Ｉ 0 720 30715 0 0 Ｉ 34700 0

草加・松原 0 0 0 0 0 草加・松原 19200 0
まつばら綾瀬川公園 2411 0 81456 16745 2411 まつばら綾瀬川公園 50000 0

合計 2721 5195 131705 16745 2721 合計 482125 0

園路・広場整正・砕石投入 地区番号 委託箇所
地区番号 整正・転圧（㎥） 整正・転圧（㎥） 整正・転圧（㎥） 砕石投入（㎡） 砕石投入（㎡） 砕石投入（㎡） 砕石投入（㎡） 砕石投入（㎡） 砕石投入（㎡） 砕石投入（㎡）

ダスト 真砂土 特殊資材 t≦7.5（cm） 7.5＜T≦12.5（ｃｍ） 12.5＜T≦17.5（ｃｍ） 17.5＜T≦20.0（ｃｍ） 20.0＜T≦22.5（ｃｍ） 22.5＜T≦27.5（ｃｍ） 27.5＜T≦30.0（ｃｍ）

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ａ 71
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ｂ 28
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ｃ 77
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ｄ 67
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ｅ 59
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ｆ 52
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ｇ 35
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ｈ 68
Ｉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ｉ 34

草加・松原 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 草加・松原 1
まつばら綾瀬川公園 15 40 0 0 0 0 0 0 0 0 まつばら綾瀬川公園 1

合計 15 70 0 0 0 0 0 0 0 0 493

カラスの巣撤去 カラスの巣 カラスの巣 カミキリムシ対策 拡散防止 幼虫駆除 幼虫駆除 幼虫駆除 幼虫駆除 幼虫駆除 幼虫駆除 幼虫駆除 幼虫駆除 成虫駆除 成虫駆除 成虫駆除 成虫駆除
地区番号 撤去 撤去 地区番号 ネット設置（本） 食入孔注入（本） 樹幹注入（本） 樹幹注入（本） 樹幹注入（本） 樹幹注入（本） 樹幹注入（本） 樹幹注入（本） 樹幹注入（本） 60cm未満 60cm以上 薬剤散布 薬剤散布 備考

3ｍ未満 3～12ｍ ロール版 30≦C＜60 60≦C＜90 90≦C＜120 120≦C＜150 150≦C＜180 180≦C＜210 210≦C＜240 マツグリーン液剤２ マツグリーン液剤２ 120≦C＜180 180≦C＜240

A 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 1 C 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 D 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ 0 0 Ｉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草加・松原 0 0 草加・松原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 0 0 まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 合計 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

除草
備考

備考

整正・転圧（特殊資材）の施工費・材料費は実績に応じて計上

整正・転圧（特殊資材）の施工費・材料費は実績に応じて計上

整正・転圧（特殊資材）の施工費・材料費は実績に応じて計上

整正・転圧（特殊資材）の施工費・材料費は実績に応じて計上

整正・転圧（特殊資材）の施工費・材料費は実績に応じて計上

整正・転圧（特殊資材）の施工費・材料費は実績に応じて計上

整正・転圧（特殊資材）の施工費・材料費は実績に応じて計上

整正・転圧（特殊資材）の施工費・材料費は実績に応じて計上

整正・転圧（特殊資材）の施工費・材料費は実績に応じて計上

整正・転圧（特殊資材）の施工費・材料費は実績に応じて計上

整正・転圧（特殊資材）の施工費・材料費は実績に応じて計上



草花管理工 菖蒲田管理工 人力除草 施肥 施肥 薬剤散布 薬剤散布 摘実作業 枯葉除去
地区番号 巡回管理 灌水 草花植付(花苗） 施肥(追肥)施肥(元肥) 地区番号 化成肥料 菜種油粕混合 A B

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
A 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 F 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0 H 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ 0 0 0 0 0 Ｉ 0 0 0 0 0 0 0

草加・松原 0 0 0 0 0 草加・松原 0 0 0 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0 まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 合計 0 0 0 0 0 0 0

伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採
地区番号 機械 機械 機械 機械 機械 人力 人力 人力 人力 人力 人力 人力 人力

C<20 20≦C＜30 30≦C＜60 60≦C＜90 90≦C＜120 C<20 20≦C＜30 30≦C＜60 60≦C＜90 90≦C＜120 120≦C＜150 150≦C＜200 200≦C＜250

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 3 0 22 0 0 5 1 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草加・松原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 伐採 解体処理費用 客土
地区番号 吊切 吊切 吊切 吊切 吊切 吊切 吊切

20≦C＜30 30≦C＜60 60≦C＜90 90≦C＜120 120≦C＜150 150≦C＜200 200≦C＜250

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 10 2 2 1 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 2 1 1 1 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草加・松原 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中低木撤去 枯損木撤去 枯損木撤去 枯損木撤去 枯損木撤去 客土
地区番号 中低木 中低木 中低木 中低木

H＜60 60≦H＜100 100≦H＜200 200≦H＜300

A 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0
Ｉ 0 0 0 0 0

草加・松原 0 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0

抜根 人力抜根 人力抜根 人力抜根 人力抜根 人力抜根 機械抜根 機械抜根 機械抜根 機械抜根 機械抜根 抜根 抜根 客土
地区番号 クレーン不使用 クレーン不使用 クレーン不使用 クレーン不使用 クレーン不使用 クレーン使用 クレーン使用 クレーン使用 クレーン使用 クレーン使用

C＜20 20≦C＜30 30≦C＜60 60≦C＜90 90≦C＜120 C＜20 20≦C＜30 30≦C＜60 60≦C＜90 90≦C＜120 120≦C＜150 150≦C＜200

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草加・松原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考

備考

材料費・客土は実績に応じて計上 材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上 材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上 材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上 材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上 材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上 材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上 材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上 材料費・客土は実績に応じて計上

備考

客土・解体処理費用は実績に応じ計上

客土・解体処理費用は実績に応じ計上

客土・解体処理費用は実績に応じ計上

材料費・客土は実績に応じて計上 材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上 材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上 材料費・客土は実績に応じて計上

客土・解体処理費用は実績に応じ計上

客土・解体処理費用は実績に応じ計上

備考

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土・解体処理費用は実績に応じ計上

客土・解体処理費用は実績に応じ計上

客土・解体処理費用は実績に応じ計上

客土・解体処理費用は実績に応じ計上

客土・解体処理費用は実績に応じ計上

客土・解体処理費用は実績に応じ計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

備考

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上

客土は実績に応じて計上



補植 補植(道路) 補植(道路) 補植(道路) 補植(道路) 補植(道路) 補植(道路) 補植(道路) 補植(道路) 補植(道路) 材料費 客土
地区番号 中低木 中低木 中低木 中低木 高木 高木 高木 高木 高木

H＜60 60≦H＜100 100≦H＜200 200≦H＜300 15＜C 15≦C＜25 25≦C＜40 40≦C＜60 60≦C＜90

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草加・松原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補植 補植(公園) 補植(公園) 補植(公園) 補植(公園) 補植(公園) 補植(公園) 補植(公園) 補植(公園) 補植(公園)
地区番号 中低木 中低木 中低木 中低木 高木 高木 高木 高木 高木

H＜60 60≦H＜100 100≦H＜200 200≦H＜300 15＜C 15≦C＜25 25≦C＜40 40≦C＜60 60≦C＜90

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草加・松原 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考

材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上

備考

材料費は実績に応じて計上

材料費は実績に応じて計上

材料費は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上

材料費・客土は実績に応じて計上

材料費は実績に応じて計上

材料費は実績に応じて計上

材料費は実績に応じて計上

材料費は実績に応じて計上

材料費は実績に応じて計上

材料費は実績に応じて計上

材料費は実績に応じて計上

材料費は実績に応じて計上



支柱設置 道路　中木 道路　中木 道路　中木 道路　中木 道路　高木 道路　高木 道路　高木 道路　高木 道路　高木 道路　高木 道路　高木

二脚鳥居添木 八つ掛　竹　 添柱形　1本形 生垣形 二脚鳥居（添木付） 二脚鳥居（添木なし） 三脚鳥居 十字鳥居 二脚鳥居組合せ 八掛 八掛
250＜Ｈ 100＜Ｈ 100＜Ｈ 100＜Ｈ Ｃ＜30 Ｃ＜30～4030≦Ｃ≦60 30≦Ｃ Ｃ≦50 Ｃ＜40 40≦Ｃ

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草加・松原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支柱設置 公園　中木 公園　中木 公園　中木 公園　中木 公園　高木 公園　高木 公園　高木 公園　高木 公園　高木 公園　高木 公園　高木 公園　高木

地区番号 二脚鳥居添木 八つ掛　竹　 添柱形　1本形 生垣形 二脚鳥居（添木付） 二脚鳥居（添木なし） 三脚鳥居 十字鳥居 二脚鳥居組合せ 八掛（三脚　竹） 八掛丸太　Ｌ＝4m 　 八掛丸太　Ｌ＝6～7m 　

250＜Ｈ 100＜Ｈ 100＜Ｈ 100＜Ｈ Ｃ＜30 Ｃ＜30～40 30≦Ｃ≦60 30≦Ｃ Ｃ≦50 Ｃ＜20 20≦Ｃ＜35 30≦Ｃ＜75

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草加・松原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支柱撤去 高木 中木 中木 支柱結束直し 二脚鳥居 三脚鳥居 八つ掛 八つ掛
地区番号 布掛・生垣形 二脚鳥居・八掛竹・添柱 幹周60ｃｍ未満 幹周60ｃｍ以上

A 0 0 0 A 0 0 0 0
B 0 0 0 B 0 0 0 0
C 0 0 0 C 0 0 0 0
D 0 0 0 D 0 0 0 0
E 0 0 0 E 0 0 0 0
F 0 0 0 F 0 0 0 0
G 0 0 0 G 0 0 0 0
H 0 0 0 H 0 0 0 0
Ｉ 0 0 0 Ｉ 0 0 0 0

草加・松原 0 0 0 草加・松原 0 0 0 0
まつばら綾瀬川公園 0 0 0 まつばら綾瀬川公園 0 0 0 0

合計 0 0 0 合計 0 0 0 0

備考地区番号

備考

備考 備考地区番号



実施予定箇所一覧（街路）

番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所
号 号 号 号 号 号 号 号 号

A-01 長栄町・金明町 B-01 松原四丁目 C-01 金明町 D-01 八幡町 E-01 神明一丁目 F-01 高砂一丁目・瀬崎一丁目・谷塚一丁目 G-01 草加一丁目 H-01 苗塚町 I-01 新栄町・長栄町･清門町
綾瀬川土手　桜 松原団地D地区内 金明通り(草加北通り線) 古綾瀬川右岸　古綾瀬川桜ふれあい小路 神明一丁目5番付近 東武線沿い(市役所南側道路-毛長川) 草加一丁目JOMOｾﾙﾌ草加SS南側 002 苗塚保全緑地北側･西側 草加北通り線

2083・10409号線 1007号線 30101号線 2041・2062・2064号線 C-169水路(30103号線) 003 2031･30860号線 1002･1047号線
A-02 長栄町 B-02 松原三丁目・松原四丁目 C-02 金明町 D-02 青柳五丁目 E-02 住吉一丁目 F-02 吉町一･二丁目 G-02 草加一丁目･氷川町 H-01 西町 I-02 新栄町

綾瀬川沿い 団地C･D地区間(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ通り) 新田駅東口駅前ﾛｰﾀﾘｰ そうか公園通り(青柳五丁目) 2034号線 瀬崎東町線(あずま通り-毛長川) 001 東武線沿い(さいたま草加線-草加駅西口ﾛｰﾀﾘｰ) 004 東京電力京北変電所東側 新栄団地ﾒﾀｾｺｲﾔ通り
1006号線 2008号線 1012号線 1037・1038・1039・1051号線 002 30111･30896号線 2031号線 10011･2081号線

A-03 金明町 B-03 松原三丁目 C-03 金明町・旭町二三丁目・栄町三丁目 D-03 青柳五丁目 E-03 神明二丁目 F-03 手代町 G-02 氷川町･谷塚町 柳島・谷塚上・谷塚仲町 I-03 新栄町
金明通り(草加北通り線) 栄中学校南側 東武線沿い(綾瀬川ー栄第８公園付近) 草加高校北側 綾瀬川八条大橋西側 001 手代町内道路 003～ 東武線沿い(草加神社通り-谷塚一二丁目境) H-02 辰井川沿い右岸 新栄団地内綾瀬川沿い

1007号線 10407号線 2010・2077・10309・10672号線 2016号線 1019号線 40183号線 　　005 30257･30825･30827･30828･30834号線 30817･30819･30821号線 10008号線
A-04 金明町・旭町・松原 B-04 松原二丁目・松原三丁目 C-04 旭町三丁目 D-04 八幡町・青柳五丁目 E-04 神明一丁目 F-03 手代町 G-03 西町･氷川町 H-03 辰井川沿い左岸 I-03 新栄町

東武線沿い(綾瀬川-さいたま草加線) 団地B･C地区間(栄中学校東側) 大和製作所西側 草加高校通り 東福寺境内東側 手代町内道路 草加中学校北側道路 30816･30818･30820号線 新栄団地内綾瀬川沿い
10270号線ほか 2008・2084号線 10319号線 20312号線 30120号線 40635･40637･40636･40638号線 1046号線 H-03 10008号線

A-05 金明町 B-05 松原二丁目 C-05 旭町一丁目 D-05 八幡町・青柳五丁目 E-05 住吉一丁目 F-04 手代町 G-04 花栗一丁目 辰井川沿い左岸 I-04 新栄町
金明第9公園西側 栄小学校西側 001 綾瀬川右岸(槐戸橋-外環) 古綾瀬川第1貯留池 草加小学校西側～住吉とやま公園 山王通り 花栗一丁目残地 30816･30818･30820号線 新栄団地郵便局前植樹帯

A-149水路(10701号線) 2085号線 20342号線 2033号線 2040号線 30807号線 H-04 柳島町 2081号線
A-06 清門町(不定期) B-06 松原一丁目 C-05 旭町一丁目 D-06 青柳五丁目 E-06 住吉一丁目 F-05 手代町 G-05 氷川町 柳島第3公園周辺 I-05 新栄町

ｾｰﾓﾝﾌﾟﾗｻﾞ東側道路 松原団地西口公園北側 002 綾瀬川右岸(外環-草加松原公園) D-07 葛西用水右岸・左岸(外環以北) 神明あじさい公園南側 中央ﾎﾟﾝﾌﾟ場 谷塚松原線(氷川町) D-162水路・31057号線 一の橋放水路南側
A-174水路 11331号線 20789号線 30123号線 1027号線 H-05 柳島町 10761号線

A-07 金明町 B-07 松原一丁目 C-06 八幡町 青柳四丁目 E-07 高砂二丁目 F-06 瀬崎二丁目 G-06 氷川町 柳島ｺﾐｾﾝ北側 I-06 新栄町
ふれあい小路金明中通り 独協大学前駅西口広場ﾛｰﾀﾘｰ 綾瀬川左岸(槐戸橋東側) D-08 草加高校第2ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ東側 ふれあい小路いちばんどおりこみち 足立越谷線吉町五交差点ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ 草加駅西口停車場線 2053号線 一の橋放水路北側(新栄小南側)

A-167水路 11332・11333号線 1011号線 C-194水路 40229号線 1028号線 H-06 谷塚仲町 10738号線
A-08 新善町 B-08 松原四丁目 C-07 八幡町 青柳四丁目換地 E-08 高砂二丁目 F-07 瀬崎二丁目 G-07 氷川町 谷塚治水緑地南側 I-07 新栄町

新善第3公園東側付近 001 獨協大学通り(4号ﾊﾞｲﾊﾟｽ-松原団地(南)） 001 綾瀬川左岸(槐戸橋-外環) D-09 (青柳四丁目１０番付近） 草加駅東口ﾛｰﾀﾘｰ 瀬崎ふれあい通り親水緑道 草加駅西口駅前交通広場 30719号線 伝右川沿い
B-158水路(10205号線) 1024号線 20350号線 2069･2093･2094号線 40233号線 30935･30936号線 H-06 谷塚仲町 1048･1049号線

A-09 新善町し B-08 松原二・三・四丁目 C-07 中根一丁目 F-367･368水路(20574号線) 30140･30150号線 F-08 谷塚駅東口 谷塚治水緑地南側 I-07 新栄町
さざんか通り(ﾌﾟﾗﾝﾀｰ) 002 獨協大学通り(松原団地(南)-獨協さくら橋) 002 綾瀬川左岸(外環-中曽根橋付近) E-09 高砂二丁目 谷塚駅東口北側道路 G-08 氷川町 30568号線 伝右川沿い(ｻｸﾗ北側)

2007号線 1025号線 20351号線 青柳四丁目 高砂二丁目(ｱｺｽ南館-草加神社通り) 30835号線 氷川西部ふれあい広場北側道路 H-07 谷塚町 1049号線
A-10 旭町五丁目 B-08 松原二・三・四丁目 C-08 八幡町 青柳四丁目水路 30153号線 F-09 谷塚一丁目 C-211水路 谷塚町ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ I-07 新栄町

赤堀川戸緑地南側水路 002 獨協大学通り(松原団地(南)-獨協さくら橋) 共立食品草加工場東側 D-10 2070・2071・2035号線 谷塚駅東口駅前ﾛｰﾀﾘｰ G-09 西町 31135号線 伝右川沿い(ｻｸﾗ南側)
A-04水路 1025号線(伝右川沿い) 2014号線 F-365水路 E-10 高砂一・二丁目 30894･30895号線 ふれあい小路西町ふれあい通り H-08 谷塚・谷塚仲・谷塚上町 1049号線

A-11 旭町六丁目 B-08 松原一丁目 C-09 八幡町 D-11 青柳四丁目 草加神社通り(東武線沿い東側-日光街道) F-10 谷塚駅東口 C-233水路 谷塚松原線(谷塚仲町) I-08 新栄町
新田駅旭町線(勤労福祉会館前) 003 獨協大学通り(獨協さくら橋-東武線) ふれあい小路ふる里通り 古綾瀬川第3貯留池 2095号線 谷塚駅東口南側道路 G-10 氷川町 1044号線 新栄中央公園南側道路

1008号線 1025号線 F-456水路 20541号線 E-11 高砂一丁目 30893 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ草加氷川町東側 谷塚松原線(谷塚上町) 10872･10903号線
A-12 旭町六丁目 B-09 花栗四丁目 C-10 中根一丁目 D-12 青柳八丁目 市役所南側道路 F-11 瀬崎 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ草加氷川町西側 1044号線 I-08 新栄町

あさひ保育園前 花栗通り 001 谷古田用水沿い(外環寄り) 青柳八丁目6番付近水路 1032号線 記念体育館通り G-11 氷川町 新栄中央公園南側道路
10333号線 2086号線 2014号線 F-212水路(20122号線) E-12 住吉二丁目 1040号線 Brillia草加南側(減歩充当用地3) H-08 谷塚・谷塚仲・谷塚上町 10872･10903号線

A-13 原町一丁目 B-10 松原一丁目・草加三丁目 C-10 中根二丁目 D-13 青柳七丁目 県道足立越谷線ｸﾘﾅｯﾌﾟ西側 F-12 瀬崎四丁目 30827号線 谷塚松原線 I-08 新栄町
さくらんぼ通り 男女土橋通り 002 谷古田用水沿い(中根二丁目21番) 青柳ささづか公園西側 足立越谷線 ｸﾚｱｰﾙ草加南側水路 G-12 谷塚町 1044号線 新栄中央公園南側道路

2006号線 1026号線 2014号線 F-01水路(20142号線) E-13 中央二丁目 C-305水路 ｸﾞﾘｰﾝｱﾍﾞﾆｭｰ谷塚周辺 H-08 谷塚・谷塚仲・谷塚上町 10872･10903号線
A-14 北谷二丁目 B-11 草加三丁目 C-10 松江一丁目 D-14 青柳六丁目 ｺﾝﾌｫｰﾙ草加ｺﾐｭﾆﾃｨ道路 F-13 谷塚二丁目 31038･31043号線(谷塚ふれあい公園周辺) 谷塚松原線 I-08 新栄町

北谷二丁目街路 ふれあい小路ふれあいの里 003 谷古田用水沿い あおやぎ保育園北側-外環 40109号線 谷塚南公園北側道路 G-13 谷塚町 1044号線 新栄中央公園南側道路
C-114水路(10537号線) C-03水路 20412号線 F-348･F352水路 E-14 手代一丁目 30704号線 ふれあい小路ﾀｲｶﾞｰﾊﾟｰｸ通り H-09 遊馬町 10872･10903号線

A-15 北谷一・二丁目 B-11 草加三丁目 C-10 中根三丁目 D-15 青柳七丁目 綾瀬川沿い右岸緑地(手代町) F-14 谷塚二丁目 E-178水路 県道川口草加線南側 I-08 新栄町
伝右川両岸(あいさつ通り) ふれあい小路ふれあいの里 004 谷古田用水沿い(ｱﾙﾌｧｸﾞﾗﾝﾃﾞ前) 川柳中学校西側 40091号線 毛長川沿い(谷塚) G-14 谷塚町 E-112水路(30393号線） 新栄中央公園南側道路

C-03水路(10641号線) 1020号線 20218号線 40091号線 2072号線 001 谷塚花栗線(さいたま草加線-谷塚一二丁目境) H-10 遊馬町 10872･10903号線
A-16 小山一丁目 B-12 松原二丁目 C-10 中根二丁目 D-16 青柳七丁目 E-15 松江三丁目 F-15 瀬崎四丁目 1044号線 遊馬本田北公園北側 I-09 長栄町

小山一丁目ふれあい広場北側水路 緑のプロムナード 005 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ中根二丁目店北側 川柳中学校西側水路 綾瀬川沿い左岸(松江三丁目) 毛長川沿い(瀬崎) 31270号線 長栄中央公園南側道路
C-125水路 11612号線 2013号線 F-294水路 40001号線 1005号線

A-17 小山一丁目 B-13 草加四丁目 C-11 中根一丁目 D-17 青柳八丁目 E-16 松江三丁目 F-16 瀬崎七丁目 G-14 谷塚町 H-11 遊馬町 I-10 長栄町
小山一丁目9番水路 草加トネリコ公園南側 日本化学産業埼玉工場東側 青柳八丁目25番付近 綾瀬川沿い左岸松江橋植樹帯 瀬崎七丁目記念体育館南道路 002 谷塚花栗線(東武線-4号ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 遊馬通り 綾瀬川沿いﾍﾙｼｰﾛｰﾄﾞ

C-129水路 C-153水路 20766号線 20159号線 4001号線 1041号線 1044号線 2047号線 10784号線
A-18 小山一丁目 B-14 松原三丁目 C-12 八幡町 D-18 青柳八丁目 F-17 手代町 H-12 遊馬町 I-11 長栄町

押田造園前の三角地 Ｃ街区移管緑道（ひまわり幼稚園北側） 産業道路残地(八幡町歩道橋際) 001 八条用水右岸(出戸橋-八条用水橋) E-17 松江三丁目 手代緑地 G-14 谷塚町 遊馬町遊歩道 公園通り
市道1022号線 2013号線 20196号線 松江中学校周り 003 谷塚花栗線(川口草加線-谷塚小学校通り) D-02水路 10082号線

A-19 原町二丁目 その他 C-13 松江一丁目 D-18 青柳八丁目 40089号線 F-18 手代町 1044号線 H-13 新里町 I-11 新栄町
原町二丁目5番水路 草加市民体育館周り 002 八条用水右岸(八条用水橋-青柳六･七丁目境) E-18 稲荷一丁目 綾瀬川沿い（草加サンハイツ付近） その他 Vｼﾃｨ草加周辺 公園通り

C-106水路 F424水路西側・松原緑地東側・20417号線 20197号線 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ南側 1042･30484･30989･30990号線 10893号線
新田西口 C-14 松江一丁目 D-18 青柳八丁目 40059号線 その他 H-14 谷塚上町418-1地先 I-12 新栄町

ふれあい小路ﾐﾚﾆｱﾑ通り 003 八条用水右岸(青柳六･七丁目境-外環) E-19 稲荷二丁目 (谷塚上町バス停より東） 新栄道下公園東側
F-432水路 20197号線 相信化学産業北側 D-199号水路 10911号線

その他 C-15 弁天二丁目 D-18 青柳八丁目 F-518水路(40060号線) H-15 谷塚上町 I-13 新栄町
弁天二丁目残地 003 八条用水右岸(青柳六・七丁目境-外環) E-20 稲荷五丁目 谷塚治水緑地 新栄中学校東側道路

20433号線 20197号線 稲荷小学校東側道路 (公園) 10916号線
C-16 八幡町 D-19 柿木町 40388号線 その他 I-13 新栄町

綾瀬川放水路 001 八条用水左岸(山城橋-八条用水橋) E-21 稲荷五丁目 新栄中学校東側道路
20109号線 稲荷小学校東側-稲荷中央通り 10920号線

C-17 青柳町 D-19 柿木町 40393号線 I-14 長栄町
古綾瀬川第2貯留池 002 八条用水左岸(八条用水橋-笹橋) E-22 稲荷四丁目 長栄西公園西側道路

20110号線 稲荷中央通り(稲荷五交差点-稲荷四(南)交差点) 10819号線
C-18 弁天六丁目 D-20 柿木町 2026･2103号線 I-15 長栄町

市営篠葉住宅南側 つばさの森南側 E-23 稲荷四丁目 長栄西公園北側水路
20516号線 G-173水路(20111号線) 稲荷新橋通り A-123水路(9002･10111号線)

C-19 弁天一丁目 D-21 古綾瀬川ポケットパーク1 40410号線 I-16 長栄町
弁天一丁目31番付近 　 E-24 高砂一丁目 草加北通り線北側道路

20952号線 　 高砂一丁目　ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ青木西側 A-127水路(10107号線)
C-20 弁天六丁目 D-22 柿木町 30259号線 I-16 長栄町

弁天六丁目越戸橋通り 市民温水プール北側 E-25 高砂一丁目 草加北通り線北側道路
1014号線(F-484号線) 日光街道　市役所第2駐車場以南 A-127水路(10107号線)

C-21 弁天五丁目 D-23 柿木町 2036号線 I-17 新栄町
弁天公園北側残地 市民温水ﾌﾟｰﾙ周り E-26 吉町一丁目 ふれあい小路ﾆｭｰﾊﾟｰｸ通り

20688号線 20106･20974号線 高砂小学校藤棚 B-115水路
C-22 青柳二丁目 D-24 柿木町 I-18 新栄町･清門町
001 葛西用水右岸(外環-青柳橋) 柿木浄水場南側 E-27 神明一丁目 一の橋伝右川線

20742号線 20096号線 浦寺橋ﾘﾊﾞｰｽﾎﾟｯﾄ 2001号線
C-22 青柳二丁目 D-25 弁天三・四丁目松江三･四丁目 (公園) I-18 新栄町･清門町
002 葛西用水右岸(青柳橋-草加流山線)  古綾瀬川右岸 その他 一の橋伝右川線

20662号線 2021･40010・40009号線 2001号線
C-23 青柳三丁目 D-26 青柳一･二丁目稲荷五丁目松江五丁目 I-18 新栄町･清門町

葛西用水左岸(ふれあい橋-草加流山線)  古綾瀬川左岸 一の橋伝右川線
20662号線 20680･2028・40054号線 2001号線

C-24 青柳三丁目 D-27 青柳一丁目稲荷四･五丁目 I-19 長栄町
青柳三丁目越戸橋通り 葛西用水右岸 長栄町ｴｸﾚｰﾙ草加北側

1014号線 　 40013・40347号線 1005号線
C-25 青柳一丁目･稲荷六丁目 D-28 青柳一丁目稲荷六丁目 その他

ﾌｼﾞﾊﾟﾝ通り(E地区内) 葛西用水左岸
1015号線 40014・40034号線

C-26 松江二丁目 　 その他
左岸広場東側植栽地 　

1050号線
C-27 中根一丁目 　 　

水路-1  　
　 　

C-28 綾瀬川左岸広場南側公共用地駐車場 　
　

新田東口 　 　

　 　
　 その他

　

Ｅ地区Ｄ地区

D-10

Ａ地区 B地区 Ｃ地区 Ｈ地区 Ｉ地区Ｆ地区 Ｇ地区



実施予定箇所一覧（公園）

番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所 番 場所
号 号 号 号 号 号 号 号 号 号 号
1 わかくさ公園 １ 松原第１公園 １ 八幡西公園 １ 八幡第３公園 １ 神明第３公園 １ 瀬崎角田公園内 １ 氷川上田公園 1 谷塚上町みなみ公園 1 新栄東公園 １ 草加松原公園 １ まつばら綾瀬川公園

(公園北側の植栽帯含む）

2 金明第２公園 ２ 松原第２公園 ２ 中根公園 ２ 八幡第５公園 ２ 神明あじさい公園 ２ 谷塚西沼田公園 ２ 氷川第１公園 2 両新田東公園 2 新栄北公園

3 金明第４公園 ３ 松原第３公園 ３ 弁天第１公園 ３ 青柳八丁目公園 ３ 高砂第１公園 ３ 谷塚第10公園 3 氷川区第２画公園 3 辰井川上町公園 3 長栄西公園

4 金明第５公園 ４ 花栗第９公園 ４ 弁天第２公園 ４ 青柳ささづか公園 ４ 高砂第２公園 ４ 瀬崎第２公園 ４ 花栗第４公園 4 遊馬本田北公園 4 清門北公園

5 金明第６公園 ５ 草加第２公園 ５ 松江第６公園 ５ 青柳第１公園 ５ 中央第１公園 ５ 谷塚第11公園 ５ 花栗第５公園 5 苗塚塚前公園 5 新栄中央公園
（旧弁天第4公園）

6 金明第７公園 ６ 草加第３公園 ６ 弁天第５公園 ６ 青柳第２公園 ６ 稲荷第１公園 ６ 瀬崎第４公園 ６ 花栗第６公園 6 苗塚第１公園 6 長栄大沼公園

7 金明第９公園 ７ 草加第４公園 ７ 弁天第６公園 ７ 青柳第３公園 ７ 稲荷第２公園 ７ 瀬崎第５公園 ７ 花栗クローバー公園 7 苗塚第３公園 ７ 清門西公園

8 金明第１１公園 ８ 草加第５公園 ８ 弁天第７公園 ８ 青柳第５公園 ８ 稲荷第３公園 ８ 瀬崎第６公園 ８ 谷塚ふれあい公園 8 苗塚第４公園 ８ 令和ふれあい公園

北浦橋リバースポット

（草加４丁目地内）
9 金明第１２公園 ９ 草加第７公園 ９ 弁天第８公園 ９ 青柳第６公園 ９ 稲荷第４公園 ９ 瀬崎第７公園 ９ 西町第３公園 9 新里第１公園 ９ 新栄道下公園

10 原第１公園 １０ 草加トネリコ公園 １０ 弁天第９公園 １０ 青柳第７公園 １０ 稲荷第５公園 １０ 谷塚第４公園 １０ 草加第１公園 10 新里第３公園 １０ 長栄東公園

11 原第２公園 １１ 草加５丁目児童遊園 １１ 中根第６公園 １１ 青柳第８公園 １１ 稲荷第６公園 １１ 谷塚第７公園 １１ 草加第６公園 11 新里第４公園 １１ 長栄中央公園

12 原第３公園 １２ 花栗第２遊園 １２ 弁天第１１公園 １２ 青柳第９公園 １２ 松江児童遊園 １２ 吉町第１公園 １２ 氷川中公園 12 西町第１公園 １２ 新栄道上公園
（氷川第１児童遊園）

13 旭第１公園 １３ 松原団地記念公園 １３ 弁天第１２公園 １３ 青柳第１０公園 １３ 激特第２公園 １３ 吉町どんぐり児童遊園 １３ 谷塚第３児童遊園 13 西町第５公園 １３ 清門中公園
松原三丁目

14 旭町六丁目公園 14 花栗オリーブの丘公園 １４ 栄第２公園 １４ 青柳第１１公園 １４ 栄第４公園 １４ 瀬崎遊園 １４ 谷塚仲第２公園 14 谷塚仲町第１公園 １４ 清門中央公園

15 花栗第２公園 15 その他の公園等 １５ 栄第３公園 １５ 青柳第１２公園 １５ 中央二丁目公園 １５ 谷塚第８公園 １５ 氷川西部ふれあい広場 15 谷塚仲町第３公園 清門中央公園
（草加団地内公園） 拡張部分

16 花栗第３公園 １６ 栄第８公園 １６ 青柳第１３公園 １６ 神明児童遊園 １６ 谷塚南公園 １６ 16 谷塚第２公園 １５ 新栄第３公園

17 小山第１公園 １７ 栄第９公園 １７ 青柳第１４公園 １７ 神明第4公園 １７ 瀬崎蒲原公園 １７ 17 谷塚第３公園 １６ その他の公園等

18 小山第２公園 １８ 八幡第１公園 １８ 青柳第１５公園 １８ 稲荷公園 １８ 瀬崎氷川公園 １８ 18 柳島第１公園

19 小山第３公園 １９ 八幡第２公園 １９ 青柳第１６公園 １９ 稲荷北公園 １９ 瀬崎新田公園 １９ 19 柳島第２公園

20 小山第４公園 ２０ 八幡第４公園 ２０ 青柳第１７公園 ２０ 稲荷上根公園 ２０ 瀬崎山王公園 ２０ 20 柳島第３公園

21 小山第５公園 ２１ 中根第１公園 ２１ 青柳第１８公園 ２１ 稲荷下根公園 ２１ 草加吉町公園 ２１ 21 遊馬第１公園

22 北谷第１公園 ２２ 中根第２公園 ２２ 青柳第１９公園 ２２ 稲荷東公園 22 手代町パンダ公園 ２２ その他の公園等 22 遊馬第２公園

23 北谷第３公園 ２３ 中根第３公園 ２３ 青柳第２０公園 ２３ 稲荷南公園 23 中央ポンプ場公園 23 遊馬第３公園

24 北谷第４公園 ２４ 中根第４公園 ２４ 青柳第２１公園 ２４ 稲荷西公園 24 手代仲町児童遊園 24 遊馬第４公園

25 北谷第５公園 ２５ 中根第５公園 ２５ 青柳第２２公園 ２５ 松江公園 25 手代第３公園 25 遊馬第５公園

26 北谷第６公園 ２６ 金明第１公園 ２６ 青柳第２３公園 ２６ おせん茶屋 26 手代中央公園 26 遊馬第６公園

27 新善第４公園 ２７ 金明第３公園 ２７ 青柳児童遊園 ２７ おせん公園 27 手代南公園 27 谷塚仲沼田公園

28 くじら公園 ２８ 金明第８公園 ２８ 青柳町やなぎ児童遊園 ２８ 住吉とやま公園 28 手代第１公園 28 西町第１児童遊園
（花栗第２児童遊園）

29 北谷第３児童遊園 ２９ 青柳第４公園 ２９ 青柳４丁目ふれあい広場 ２９ おせん拡張 29 手代東公園 29 谷塚上町児童遊園

30 金明町 ３０ 青柳第２４公園 ３０ 八幡町ふれあい広場 ３０ 高砂第３公園 30 吉町第2公園 30 谷塚上町ふれあい広場
ふれあい広場 横手堀浄化施設

31 小山一丁目 ３１ 青柳第２５公園 ３１ 青柳第２遊園 ３１ 草加中央防災広場 ３１ 瀬崎浅間公園 31 苗塚第２公園
ふれあい広場

32 長栄町 ３２ 旭第２公園 ３２ 青柳７丁目ふれあい広場 ３２ 工業団地公園 ３２ 瀬崎町ちびっ子広場 32 新里むじな公園
ふれあい広場 　

33 金明町 ３３ 松江第３公園 ３３ 青柳第２６公園 ３３ その他の公園等 ３３ 手代第４公園 33 西町南公園
綾瀬川ポケットパーク

34 峯分ふれあい広場 ３４ 松江第４公園 ３４ 柿木児童遊園 34 吉町あずま公園 34 新里第２公園

35 北谷三丁目公園 ３５ 弁天遊園 ３５ 八幡中公園 35 その他の公園等 35 西町第２ちびっ子広場

36 赤堀川戸緑道公園 ３６ 栄第１公園 ３６ 青柳六丁目八条ふれあい広場 36 西町第３児童遊園

37 小鳥のさえづる森 ３７ 栄第５公園 ３７ あおやぎみどり公園 37 西町第１遊園
公園

38 清門第１公園 ３８ 松江第５公園 ３８ 柿木フーズサイト公園 38 新里第２児童遊園

39 原第４公園 ３９ 篠葉公園 ３９ その他の公園等 39 谷塚仲桃の木公園

40 新善第３公園 ４０ 青柳公園 40 新里第５公園

41 原第５公園 ４１ 青柳東公園 41 苗塚保全緑地

42 新善第１公園 ４２ 弁天公園 42 苗塚塚前緑地

43 新善第２公園 ４３ 栄第１０公園 43 新里第６公園

44 長栄オリーブ公園 ４４ 松原緑地 44 あすまなか公園
(旧長栄町開発公園)

45 金明町第２ふれあい広場 ４５ 栄第６公園 45 遊馬第７公園

46 花栗第７公園 ４６ 新田高架下公園 46 西町第4公園

47 小山二丁目ふれあい広場 ４７ 越戸橋ひろば 47 遊馬未採納公園

48 原第５公園 ４８ 旭町二丁目児童遊園 48 新里第2公園

49 金明未採納公園 ４９ 綾瀬川沿いポケットパーク 49 新里ふれあい公園

50 北谷遊園 ５０ その他の公園等 50 両新田くすのき公園

51 小山遊園 51 新里ふれあい広場

52 花栗第１０公園 52 にっさと防災公園

53 その他の公園等
54 その他の公園等

まつばら綾瀬川公園Ｉ地区

谷塚緑地公園

谷塚町児童公園

Ｈ地区Ｇ地区

谷塚第９公園

氷川町ふれあい広場

谷塚西口児童遊園

Ａ地区 Ｆ地区

氷川遊園

草加松原Ｄ地区Ｂ地区　 Ｃ地区 Ｅ地区
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緑地・樹木等維持管理委託共通特記仕様書 

 

１ 履行場所 草加市内 

 

２ 履行期間 令和６年（２０２４年）４月１日から 

       令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

３ 委託内容 

 ⑴ 担当地域の状況の把握 

   担当地域内の街路樹及び公園等（剪定・除草などの数量が計上されていない箇所を含む。）

の状況把握に努め、次のような場合で対応が必要と判断される場合には、当初工程にかかわ

らず速やかに監督員へ報告し、対応を協議するものとする。 

  ① 樹木の枯死、腐朽、空洞、傾斜、揺らぎ、キノコ、カミキリムシによる著しい被害の発

生等が見られ、倒木や落枝等の可能性が疑われる場合は速やかに報告すること。 

  ② 毛虫を始めとする病害虫が発生し、消毒等早急な対応が必要と認められる場合 

  ③ 芝地又は草地の草丈が高くなり、当初工程にかかわらず除草作業を行わないと、公園利

用等に支障があると判断した場合 

 

 ⑵ 事前周知 

下記⑶～⑿の作業について、事前に周辺住民等に対して作業内容の周知に努めるものとす

る（騒音を伴う作業や病害虫防除については、特に配慮すること。）。 

 

 ⑶ 剪定・刈込 

  ① 剪定 

   ア 樹姿及び樹形の仕立て方は、特に整形にする必要のある場合を除き、自然形とする。 

   イ 下枝の枯死を防ぐよう原則として上方を強く下方は弱く剪定する。   

   ウ 不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」等は原則として行わない。 

   エ 花木類は花芽の分化時期と着生位置に注意して剪定する。 

   オ 剪定した枝葉は、まとめて速やかに処理するとともに、樹木周辺（植樹帯内）のごみ

等も含めきれいに清掃する。 

   カ 道路沿い樹木の剪定作業実施時は、作業帯を明示するとともに、誘導員を配置し、歩

行者・通行車両の誘導を行う。 

 

  ② 刈込 

   ア 枝の密生した箇所は中すかしを行い、樹冠周縁の小枝は輪郭線を作りながら刈り込む。 

   イ 花木類を刈り込む場合は、花芽の分化時期と着生位置に注意して刈り込む。 

   ウ 刈り取った枝葉は速やかに処理する。特に枝葉が樹冠内に残らないようにきれいに取

り去る(刈り込んだ樹木、寄植等の周辺は、ごみ等もきれいに清掃すること)。 

 

 ⑷ 除草 
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  ① 人力除草 

    既存の植物を痛めないよう、雑草は指定回数（雑草が伸びていなければ行う必要がな

い。）を、除草器具などを用いて根ごと抜き取り、抜き取り跡の補修をするとともに、作

業後はきれいに清掃するものとする。 

 

  ② 機械除草 

   ア 作業に際しては、周辺住民等へ事前の周知徹底を図り、飛石等の被害防止のために防

護措置を行う。なお、防護措置を行っても、近隣の住宅及び車両に被害が予想される場

合、事前に監督員と協議し、面積の一部又は全部を人力除草に変更できるものとする。 

   イ 既存植物を痛めないよう、雑草は指定回数（雑草が伸びていなければ行う必要がない）

を、除草器具などを用いて根際より刈り取る。 

 

  ③ ガマ刈込・浮草除去 

   ア 池等の水辺において、ガマ等を水中で人力除草する。（ガマ刈込） 

   イ 監督員の指示があった場合、水中の浮草除去を行う。（浮草除去） 

 

 ⑸ 病害虫防除 

  ① 病害虫の発生確認後大量発生前に薬剤を散布する。 

  ② 樹木の健全な成長のため、病害虫の防除はその発生状況を考慮し、樹木の生長に阻害を

与えることのないように実施する。 

  ③ 薬剤の使用に際しては、農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）等の農薬関連法規、及

びメ－カ－等で定めている使用安全基準、使用方法を遵守し、人畜の安全及び対象樹木へ

の影響等に十分注意する。 

  ④ 散布方法はそれぞれの病虫害の特性に応じて最も効果的な方法で行う。 

    なお、当初仕様にない薬剤を使用する場合は監督員と協議の上、行う。 

  ⑤ 散布は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮の上、実施する。 

  ⑥ 薬剤は指定された濃度に正確に希釈混合し、病虫被害部分を中心にむらなく散布する。 

  ⑦ 散布に際しては、通行者を始め、散布対象以外のものに薬剤が掛からないよう十分に注

意して行う。 

  ⑧ 散布作業は人体への影響を及ぼすことのないよう、ゴム手袋、マスク、帽子、メガネ、

被服等の保護具を着用する。 

  ⑨ 散布に際しては、事前に周辺住民等への周知徹底を図る。 

  ⑩ カミキリムシの幼虫防除については、下記「⑽ ⅲ 幼虫駆除」参照。 

    なお、成虫駆除の場合は本項目の手法に準じて行う。 

 

 ⑹ 芝生管理 

  ① 芝生刈込はハンドガイド式を基本とする。ただし、斜面等でこれにより難い場合、肩掛

式機械により実施できるものとする。 

  ② 人力除草は抜取り除草とする。 

  ③ 施肥 
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    Ｎ：Ｐ：Ｋ＝６：４：３の粒状固形肥料とし、１㎡当たり６０g施肥するものとする。 

 

 ⑺ 草花管理 

  ① 草花の植付け（配植・灌水を含む）を行う。なお、草花の種類は監督員と協議の上、決

定するものとし、必要に応じて施肥（元肥）を行うものとする。 

  ② 草花の育成状況に応じて、巡回管理（除草、花殻摘み、枯葉やごみの除去、植直し等）、

施肥（追肥）及び潅水を行う。 

  ③ 新規プランター設置時、監督員から指示があった場合は客土の搬入を行う。なお、プラ

ンターの支給・運搬は市が行うものとする。 

 

 ⑻ 菖蒲田管理 

  ① 施肥は、花菖蒲の根に直接触れないよう行う。 

  ② 病害虫駆除用薬剤は配合しよく混合した上、花菖蒲の根元から葉の両面が均一に濡れ

るよう散布する。 

  ③ 摘実作業は全ての花の作業が終わった後、全ての株をハサミ等で切り取り、集積し処

理する。 

  ④ 枯葉除去は地際から１～２㎝残して刈り取り、処理を行う。 

 

 ⑼ 園路・広場整正・砕石投入 

  ① 園路整正・広場整正 

    監督員の指示があった場合、園路・広場の不陸整正を行う。 

    土砂等の資材搬入・敷き均し、転圧を標準とし、必要に応じて、防塵用資材（塩化カル

シウム）等の散布も行うものとする。なお、特殊資材（無機系固化剤等混合の乾燥真砂土

など）を使用する場合、その使用材料及び工法は、事前に監督員と協議の上、監督員の承

認を得るものとする。 

  ② 砕石投入（砕石による埋め戻し） 

    監督員からの指示があった場合、植樹桝の撤去跡を砕石で埋め戻す（厚さは15ｃｍを標

準とし、その範囲等の詳細は監督員の指示によるものとする）。面積・厚みは、必要に応

じ、受注者において実測するものとし、事後処理の関係上、『箇所ごとに』作業前・中・

後を撮影するものとする。 

 

 ⑽ カミキリムシ対策 

   担当地域の街路・公園でクビアカツヤカミキリ（Aromia bungii）のものと考えられるフラ

スの発生を確認した場合、速やかに監督員に報告する。また、監督員の指示があった場合は、

当該樹木に下記のⅰ、ⅱ、ⅲ又はⅳの作業を実施する。 

 

  ① 成虫拡散防止用のネットの設置 

    下記の方法により当該樹木に拡散防止用のネットを設置し、後日、監督員が指定する日

に撤去する。 
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    なお、作業の実施に必要な資材（ネット、結束バンド、ペグ、スポンジ等）についても

受注者の負担とする。 

 

  【設置方法】 

   ア GLからGL+1.2～1.5ｍまでネットを巻き、ネット上端と両端を結束バンドで留める（ネ

ットは下記仕様※の同等品以上とする）。ただし、樹木の形状により、これにより難い場

合は監督員と協議の上、決定するものとする。 

   イ 根の部分はスカート状に覆い、ペグで留める。 

   ウ ネット上端と幹の隙間が大きい場合は適宜スポンジを詰める。 

    ※ ネット仕様 

      サイズ   ： ３ｍ×４ｍ 

      色     ： 青色 

      材質    ： ポリエチレン300Ｄ 

              （330デシテクス以上） 

      構造    ： ラッセルネット 

      目合（網目）： 4mm程度 

      周囲の太さ ： 12mm（80ｇ/m）の三つ打ロープ 

 

  ② 成虫駆除 

    作業中に成虫を発見した場合は捕殺し、監督員に報告する。また、監督員から指示があ

った場合は、上記「⑸ 病害虫防除」に準じた手法で防除を行うものとする。 

 

  ③ 幼虫駆除 

    監督員の指示があった場合は、監督員が指定する下記のいずれかの方法により、幼虫の

防除を行う。なお、作業の実施に必要な資材については受注者の負担とする。 

 

   【実施方法 その１ 食入孔に注入】 

   ア フラスの出所（穴）を探す。 

   イ 穴に詰まったフラスを除去する。 

   ウ 必要に応じて（千枚通しなどを使用して）穴を拡張。 

   エ 樹幹に薬剤を注入。（逆流するまで噴射） 

   オ 地表部のフラスを除去。 

   カ 後日フラスの有無を再確認し、発生を確認した場合、監督員と再実施の協議を行う。 

    

   【実施方法 その２ 樹幹注入】 

   ア 注入孔を作成する。 

     （約10㎝間隔でジグザグに、Φ10ｍｍ程度の孔を約45°で6～7ｃｍ開ける） 

   イ 薬剤を注入する。 

   ウ 充填材（切口被覆塗布材等）で蓋をする。 
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  ④ 伐採箇所・発生材の処理 

    伐採のみ（抜根なし）の場合は、切断面にコーキング処理を施す。 

    なお、コーキング処理費用は解体処理費に含むものとし、受注者の負担とする。 

    また、現場状況を勘案し、可能であれば覆土を行うこと。 

    発生材については「⒀ 剪定枝等処分」を参照し、所定の処理を行うこと。 

 

 ⑾ カラスの巣撤去 

   担当地域の街路・公園に発生したカラスの巣について、巣の高さが地表３ｍ未満の場合は、

はしごなどを、３ｍ以上の場合は高所作業車（架装リフト高さ１２ｍ）を適宜使用して撤去

すること。 

   なお、上記の高所作業車では届かない箇所に営巣されたなど、これにより難い場合は、別

途監督員と協議すること。 

 

 ⑿ 維持管理（伐採・抜根・補植・支柱） 

  ① 伐採・抜根 

   ア 監督員の指示があった場合（下記⑾の協議の結果、実施する場合を含む。）に実施の

上、必要に応じ、抜根も行うこととする。 

     （伐採方法はチェーンソー伐採・人力・吊切のうち監督員が指定する方法とする。） 

     ただし、現場条件（車両の進入・使用が困難等）などにより、通常の方法では処理し

難い場合、監督員と協議すること。 

     また、カミキリムシによる被害又はその恐れを理由に伐採した樹木については上記

「⑽ カミキリムシ対策」記載の処理を行うこと。 

   イ 台風による街路樹の倒木など緊急事態において、監督員の指示があり、受注者が対応

可能である場合、履行場所の規定に関わらず、監督員が指定する樹木の伐採・伐根等を

行うこと。 

   

  ② 捕植 

    監督員の指示があった場合、補植を行う。樹種については監督員が指定したものとする。 

    なお、現場条件により、通常の方法では処理できない場合は監督員と協議の上、実施す

るものとする。 

 

  ③ 支柱 

    監督員の指示があった場合、支柱の設置・撤去・結束直しを行う。支柱設置の方法につ

いては、必要に応じて監督員と協議するものとする。 

    なお、現場条件により、通常の方法では処理できない場合は監督員と協議の上、実施す

るものとする。 

 

 ⒀ 剪定枝等処分 

  ① 総則 

    作業後に発生した発生材（枝葉・枯草等）は適正に処分するものとする。 
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    抜根時、根を一般廃棄物として処理することが困難な場合は、必要に応じて産業廃棄物

として処分する。また、発生材のうち１０％以上は、発注者の指定する処理施設（東埼玉

資源環境組合第１工場堆肥化施設）に発注者が承認した車両で搬入するものとする。搬入

の際は、処理施設の搬入方法及び受入基準を遵守し、処理に伴う手数料については、受注

者の負担とする。 

    運搬作業に当たっては、道路への落下、飛散等を防止し、道路交通法（昭和３５年法律

第１０５号）、その他関係法令を遵守し、事故防止に努め、過積載等は厳禁とする。 

  ② カミキリムシ関連 

    カミキリムシによる被害、又は、その被害と考えられるために伐採した樹木の発生材の

処理については、次のとおりとする。 

   ア 事前に日程を監督員と協議し、承認を得ること。 

   イ 伐採時に飛散防止策（周囲にブルーシート敷設等）を行うこと。 

   ウ 東埼玉資源環境組合第２工場（草加市柿木町１０７番地１）に持ち込んでの焼却処理

や、同組合第１工場（越谷市増林三丁目２番地１）に持ち込んでの破砕処理などの監督

員の指定する方法での処理を行うこと。また、根などの同組合第１工場での受入れが困

難な部位は同組合第２工場に持ち込み、焼却処理を行うなどの方法で処理すること。 

エ 東埼玉資源環境組合の受入規格を考慮し、原則、作業場所で細分化（解体処理）する

こと。破砕処理の場合は直径15ｃｍ以下かつ長さ100㎝以下、焼却処理の場合は直径10ｃ

ｍ以内かつ長さ50㎝以内に細分化すること。細分化後は、運搬中に発生材が落下しない

よう、塵芥車などの車両により、同組合第１、第２工場又は発注者指定施設に持ち込む

こと。 

   オ 抜根を行わない場合は、上記「⑽ カミキリムシ対策ⅳ」記載のコーキング処理を行

い、必要に応じて覆土を行うこと。 

 

４ 提出書類  

業務完了時以外に提出を要する書類の提出時期等は、下表に定めるもののほか、次のとおり

とする。 

 ⑴ 作業報告書 

   作業ごとに委託数量の照査を行い、毎月、作業写真を添付した「作業報告書」を作成の上、

原則として、翌月の１０日までを目安に監督員へ提出すること。 

 ⑵ 月間工程表 

   契約時の書類提出後ただちに、４月の月間工程表を提出すること。５月以降の月間工程表

は原則として、前月の月末までを目安に監督員へ提出すること。なお、作業を予定していな

い月であっても、作業予定がない旨を記載し提出すること。 

 ⑶ 業務実施計画書 

   職務の分担、現場（班）体制及び緊急連絡体制（網）を記載した業務実施計画書を提出す

ること。 

 ⑷ 苦情等受付・処理報告書 

   当該委託業務に関する第三者からの苦情等があった場合は監督員に速やかに連絡するもの

とし、監督員から指示のあった場合は、その経過及び結果について「苦情等受付・処理報告
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書」を作成の上、速やかに監督員に提出すること。 

 ⑸ 事故報告書 

   作業中の事故は監督員に速やかに連絡するものとし、監督員から指示のあった場合は、た

だちに事故報告書を作成の上、監督員に提出すること。 

 ⑹ 施設破損報告書 

   作業中の施設異常の発見は、適宜、監督員に連絡するものとし、監督員から指示のあった

場合は、後日、施設破損報告書を作成の上、監督員に提出すること。 

 ⑺ 見込み数量 

   年間の見込み数量を９月までの作業を踏まえ、９月末までに提出すること。また、１２月

までの作業を踏まえ１２月末までに提出すること。 

 

提出時期  提出書類 提出期限（目安） 摘要 

契約時 

現場責任者届 - 必須 

現場責任者経歴書 - 必須 

年間工程表 - 必須 

月間工程表（４月分） - 必須 

業務実施計画書 - 必須 

１か月ごと 

（又は作業終了時） 
作業報告書 翌月の１０日 必須 

１か月ごと 
月間工程表 

（４月分を除く） 
前月の月末 必須 

随時 

苦情等受付・処置報告書 速やかに 
監督員の指示

による 
事故報告書 速やかに 

施設破損報告書 後日 

業務完了時 委託完了報告書 - 必須 

９月下旬 年間見込み数量 ９月末 必須 

１２月下旬 年間見込み数量 １２月末 必須 

   

５ その他 

 ⑴ 樹木の健全育成と美観維持を達成するため、常に監督員と連絡を密にする。 

 ⑵ 剪定・除草等の作業時期については、現地の状況により変更することがある。 

 ⑶ 生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合、音ができるだけでない機器（電動式）などを

使用し騒音の抑制に努めるものとする。 

 ⑷ 立入禁止措置を行う範囲が広範囲となる作業や数日間に渡って同じ場所で行う作業などの

公園利用者、通行人又は近隣の生活環境に影響を及ぼす場合は、監督員と協議の上、必要に

応じて、看板等で作業内容を事前に掲示する。 

 ⑸ 仕様に定めていない規格外の樹木等の作業を行う場合は、監督員と協議を行う。 

 ⑹ 台風等の災害発生時には、監督員の指示により担当地域の巡回を行う。 

 ⑺ やむを得ず業務の一部を再委託する場合は事前に、市の承諾を得るものとし、再委託先は

市内業者を優先するものとする。なお、承諾を得ようとする際は、再委託する業務及び再委
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託先となる業者名を明記した書面を作成し、監督員に提出するものとする。 

 ⑻ この特記仕様書にない事項については、監督員と事前協議の上、実績報告書を提出し、監

督員の承諾を得るものとする。 

 ⑼ 支払については、出来高払いとする。 
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別記 

 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

 （基本事項） 

第１条 この契約により、草加市（以下「発注者」という。）から事務の委託を受けた者（以下

「受注者」という。）は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際に

は、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利権益を侵害することのないようにしなけれ

ばならない。 

 

 （秘密保持） 

第２条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に従事させる者に対し、在職中及び退職後においても、こ

の契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。 

 

 （作業場所の特定） 

第３条 受注者は発注者の指定した場所又は受注者の求めにより発注者が承認した場所以外で、

個人情報を取り扱ってはならない。なお、発注者の承認は書面でなければならない。 

 

 （厳重な保管及び搬送） 

第４条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失その他

の事故を防止するため、次に掲げる事項を遵守し、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めな

ければならない。 

 ⑴ 受注者は発注者の許可なく、発注者の指定した場所又は発注者が承認した場所から個人

情報又は個人情報を含む契約目的物等（以下「個人情報等」という。）を持ち出してはな

らない。 

 ⑵ 受注者は、個人情報等を発注者から受けるとき又は発注者に渡すときは、個人情報の内

容、数量、受け渡し日、受け渡し確認者、その他必要な事項を記載した書面を発注者と取

り交わさなければならない。 

  

 （再委託の禁止） 

第５条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報の処
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理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

 （委託目的以外の使用等の禁止） 

第６条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人

情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

 （複写及び複製の禁止） 

第７条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人

情報を複写し、又は複製してはならない。 

 

 （事故発生時の報告義務） 

第８条 受注者は、個人情報の個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ

れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

 （個人情報の返還又は処分） 

第９条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個

人情報を速やかに発注者に返却し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければなら

ない。 

 

 （措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償） 

第１０条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契

約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

 

 （その他） 

第１１条 受注者は、第２条から前条までに掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のため

に必要な措置を講じなければならない 

 



 

 

 
業 務 委 託 等 共 通 仕 様 書 

 

                      都市整備部 みどり公園課  

 
第１章 総則 

 

 １ 適用範囲 

  ⑴ 本仕様書は、草加市（以下「当市」という。）が管理する市立公園等の維持管理業務

委託等に適用する。 

  ⑵ 図面（以下「設計図書」という。）及び特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に

優先する。 

  ⑶ 本仕様書、設計図書及び特記仕様書に疑義が生じた場合は、当市と受注者との協議に

より決定する。 

 

 ２ 用語の定義 

   本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

  ⑴ 指示とは、当市の発議により、監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に関する方

針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。 

  ⑵ 承諾とは、受注者の発議により、受注者が監督員に報告し、監督員が了解することを

いう。 

  ⑶ 協議とは、監督員と受注者が対等の立場で、合議することをいう。 

 

 ３ 費用の負担 

   業務の実施に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても原則として受注

者の負担とする。 

 

 ４ 法令等の遵守 

  ⑴ 受注者は業務の実施に当たり、次に掲げる法律、これに関連する法令・条例・規則等、

当市が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。 

   ① 労働基準法     （昭和２２年法律第 ４９号） 

   ② 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第 ５０号） 

   ③ 消防法       （昭和２３年法律第１８６号） 

   ④ 建築基準法     （昭和２５年法律第２０１号） 



 

 

   ⑤ 毒物及び劇物取締法 （昭和２５年法律第３０３号） 

   ⑥ 都市公園法     （昭和３１年法律第 ７９号） 

   ⑦ 下水道法      （昭和３３年法律第 ７９号） 

   ⑧ 道路交通法     （昭和３５年法律第１０５号） 

   ⑨ 河川法       （昭和３９年法律第１６７号） 

   ⑩ 電気事業法     （昭和３９年法律第１７０号） 

   ⑪ 騒音規制法     （昭和４３年法律第 ９８号） 

   ⑫ 都市計画法     （昭和４３年法律第１００号） 

   ⑬ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律  （昭和４５年法律第１３７号） 

   ⑭ 水質汚濁防止法   （昭和４５年法律第１３８号） 

   ⑮ 労働安全衛生法   （昭和４７年法律第 ５７号） 

   ⑯ 振動規制法     （昭和５１年法律第 ６４号） 

   ⑰ 環境基本法     （平成 ５年法律第 ９１号） 

   ⑱ 草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例（平成１６年草加市条例第３１号） 

   ⑲ 草加市立公園条例 （平成１７年草加市条例第 ４１号） 

  ⑵ 使用人に対する諸法令等の運用及び適用は、受注者の負担と責任のもとで行うこと。 

    なお、建設業退職金共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、受注

者の責任において行うこと。 

 

 ５ 提出書類 

  ⑴ 受注者は、契約締結後、業務の実施に当たり、着手及び完了に当たって当市の契約約

款に定めるもののほか、速やかに次の書類を提出し、承諾を受けること。 

    なお、その他業務によって必要な書類は、特記仕様書に定める。 

   ① 現場責任者通知書（押印不要） 

   ② （管理）技術者通知書（業務の性質上必要な場合）（押印不要） 

   ③ 業務工程表（業務の性質上必要な場合）（押印不要） 

   ④ 緊急連絡届（監督員の指示があった場合）（押印不要） 

   ⑤ 産業廃棄物等の収集運搬又は処分を廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適正

に行うための許可書及び契約書の許可書の写し（処分を伴う業務に限る） 

   ⑥ 業務打合せ記録簿（要押印） 

   ⑦ その他監督員が指示するもの 

  ⑵ 提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに変更届を提出すること。 

    ※対象業務委託労働環境報告書を含む。（1,000万円以上の委託） 

    ※①、②、③は経歴書を含む。 

  ⑶ 受注者は、作業が完了したときは、速やかに次の書類を提出すること。なお、その他



 

 

業務によって必要な書類は、特記仕様書に定める。 

   ①委託業務完了通知書（押印不要） 

   ② 出来高調書（監督員の指示があった場合） 

   ③ 作業記録写真（第１章「１１作業記録写真」による） 

   ④ 完了図書一式 

   ⑤ 清掃汚泥収集運搬処分等に係る産業廃棄物管理票及び伝票並びに清掃汚泥処分量集

計表（処分を伴う業務に限る） 

   ⑥ 支払請求書及び明細書（要押印） 

   ⑦ その他監督員が指示するもの 

  ⑷ 前記各項のほか、監督員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出する

こと。 

  ⑸ 完成書類は原則電子納品とする。 

 

 ６ 官公署への手続 

   受注者は、契約締結後、速やかに関係官公署等に、作業に必要な道路使用、交通の制限

等の届出又は許可申請を行い、その許可等を受けること。 

 

 ７ 現場体制 

  ⑴ 受注者は、契約締結後、速やかに業務全般を統括する現場責任者及び技術上の管理を

つかさどる管理技術者を定め、発注者に通知すること。 

  ⑵ 受注者は、善良な作業員を選定し、秩序正しい作業を行わせ、かつ、熟練を要する作

業には、相当の経験を有する者を従事させること。 

  ⑶ 受注者は、適正な作業の進捗を図るとともに、そのために必要となる十分な数の作業

員を配置すること。 

  ⑷ 作業時間は、原則、午前９時から午後５時までとし、前後３０分間は、準備・後片付け

の時間とする。 

 なお、作業の性質等により上記時間以外に作業する必要がある場合は、事前に監督員と

協議し、警察及び周辺住民に連絡すること。 

 

 ８ 周辺住民等との協調 

  ⑴ 受注者は、作業を実施するに当たり、周辺住民等に作業内容を説明し、理解と協力を

得ること。 

  ⑵ 受注者は、周辺住民等からの要望又は周辺住民等と交渉があったときは、遅滞なく監

督員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果を速やかに監督員に

報告すること。 



 

 

  ⑶ 受注者は、いかなる理由があっても、周辺住民等から報酬、手数料等を受け取っては

ならない。 

    なお、使用人等についても、上記の行為の内容について、十分監督・指導すること。 

  ⑷ 使用人等が前項に定める行為を行ったときは、受注者がその責任を負うこと。 

 

 ９ 損害賠償及び補償 

  ⑴ 受注者は、公園施設等に損害を与えたときは、直ちに監督員に報告し、その指示を受

けるとともに、速やかに原状復旧すること。 

  ⑵ 受注者は、作業に当たり、万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた

ときは、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。 

 

 10 工程管理 

  ⑴ 受注者は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。 

  ⑵ 予定した工程と、進捗状況に差が出た場合は、必要な措置を講じて作業の円滑進行を

図ること。 

  ⑶ 受注者は、毎月末に出来高報告書等により作業の進捗状況を監督員に報告すること。 

  ⑷ 日程の都合上、通常の作業実施期間に含まれていない日（祝日、休日等）に作業を行

う必要がある場合は、あらかじめ、その作業内容や作業時間等について、監督員の承諾

を得ること。 

 

 11 作業記録写真 

   受注者は、次の各項に従って、作業記録写真を撮影し、作業完了時には、工種ごとに工

程順に編集したものを、作業写真記録帳に整理し、完了届に添付して監督員に提出するこ

と。 

   なお、公園施設の破損、不等沈下又は腐食等の異常を発見した場合も写真を撮影し、監

督員に報告すること。 

  ⑴ 作業前後の状況を同一方向で撮影すること。ただし、撮影が困難な場合は、他の適切

な方法で撮影を行うこと。 

  ⑵ 写真には、委託名、作業件名、作業日、撮影場所、撮影対象及び受注者名を明記した

黒板等を入れて撮影すること。 

    なお、電子黒板（デジタル委託写真の小黒板電子化）を希望する場合、事前に監督員と

協議し、承諾を得ること。 

  ⑶ 人力又は機械の別による作業状況は、背景を入れて撮影すること。 

  ⑷ 一枚の写真で作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。 

  ⑸ 原則としてデジタルカメラによるカラー撮影とする。なお、やむを得ない場合は監督



 

 

員と協議すること。 

 

 12 成果の所有等 

   作業に伴って得られた資料及び成果は、当市の所有とする。 

   また、作業の成果等は、当市の承諾なしに公表しないこと。 

 

 

第２章 安全管理 

 １ 一般事項 

  ⑴ 受注者は、公衆災害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、「労働安全衛生法」

「市街地土木工事公衆災害防止対策要綱」等の定めるところに従い、その防止に必要な

措置を十分に講ずること。 

  ⑵ 作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、直ちに

対処できるよう対策を講じておくこと。 

  ⑶ 事故防止を図るため、安全管理は受注者の責任において実施すること。 

 

 ２ 安全教育 

   受注者は、作業従事者に対し、定期的に当該作業に関する安全教育を行い、安全意識の

向上を図ること。 

 

 ３ 労働災害防止 

⑴ 現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検し、作

業従事者の安全を図ること。 

⑵ 作業中、酸素欠乏空気や有害ガス等が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずると

ともに、監督員及びその他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を

講ずること。 

⑶ 資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者を充て、かつ、誘導員を配

置すること。 

⑷ 労働安全衛生作業規則及び厚生労働省の通達等に定める保護帽の着用規定に基づき、

作業内容に応じて、作業従事者にはヘルメットを着用させること。 

 

 ４ 公衆災害防止 

⑴ 作業中は、常時、作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円

滑な処理に努め、現場の保安対策を適切に講ずること。 

⑵ 作業現場は通行人、車両交通等の安全を確保するため、受注業務名を明示した標識を



 

 

設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施すこと。 

⑶ 作業区域内には、必要に応じて交通整理員を配置し、車両及び歩行者の誘導及び整理

を行うこと。 

⑷ 市立公園内を車両で通行する必要が生じた場合は、徐行運転とし、ハザードランプを

点滅させ、必ず誘導員を配置すること。 

⑸ 作業に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公

署の指示に従い、適切に行うこと。 

⑹ 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果

を監督員に提出すること。 

 

 ５ その他 

⑴ 受注者は、作業に当たり「騒音規制法」、「振動規制法」、「草加市公害を防止し市

民の環境を確保する条例」等の公害防止関係法令に定める規制基準を遵守し、必要な措

置を講ずること。 

⑵ 作業時間、作業範囲等 

  作業の実施に当たっては、道路使用許可条件の時間及び範囲等を遵守すること。 

⑶ 受注者は、作業に当たって、絶対に裸火を使用しないこと。 

 

⑷ 廃棄物の処分 

 ① 廃棄物の処分は、関係法令等に基づく許可を受けた処分場及び処理施設で行うこと。 

 ② 受注者は、着手前に前項の許可書、契約書等の写しを監督員に提出して承諾を受け

ること。 

⑸ 作業に当たり、道路その他の工作物を搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損さ

せたときは、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。 

⑹ 万一、事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、直ちに監督員及び関係官公署に

報告するとともに、速やかに必要な措置を講じること。 

⑺ 前項の報告後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面

により、直ちに監督員に届け出ること。 

⑻ 受注者が、監督員の指示に反して、作業を続行した場合及び監督員が事故防止上危険

と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。 

⑼ 作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努めること。 

⑽ 作業の継続が困難となったときは、直ちに監督員に報告し、指示を受けること。 

 

 
第３章 その他 



 

 

 １ 作業の完了 

   作業を終了し、所定の書類が提出された後、当市検査員の検査をもって完了とする。 

   ただし、完了後において、明らかに受注者の責めに伴う瑕疵が発見された場合は、受注

者は直ちに是正措置を講じなければならない。 

 

 ２ 検査 

  ⑴ 受注者は、中間検査及び完了検査に立ち会うこと。 

  ⑵ 受注者は、検査のために必要な資料（日報、写真、完了図書等）を、検査員の指示に

従い、提出すること。 

 

 ３ その他 

  ⑴ 設計図書に特に明示していない事項であっても、作業遂行上必要なものは、受注者の

負担において処理すること。 

  ⑵ その他特に定めのない事項については、速やかに監督員に報告し、指示を受けて処理

すること。 

  ⑶ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

  ⑷ 「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」を遵守すること。また、 

業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 

 


